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(57)【要約】
【課題】光学部材の接合面でのずれや剥離を防止して、
画像劣化を防止しうる撮像装置および内視鏡を提供する
。
【解決手段】本発明における撮像装置３０は、撮像素子
５３ｂと、２つ以上の光学部材を有し、レンズユニット
４０から入射される光学像を撮像素子５３ｂに入射する
光学ユニットと、前記２つ以上の光学部材を接合する光
学接着剤５７と、前記２つ以上の光学部材の接合部の少
なくとも一部を覆うように外周面に配置される補強部５
６と、撮像素子５３ｂ、および補強部５６が配置されて
いる前記光学ユニットを内包するシールド枠６２および
熱収縮チューブ６３と、シールド枠６２および熱収縮チ
ューブ６３内部に充填されている封止樹脂６４と、を備
えることを特徴とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像素子と、
　２つ以上の光学部材を有し、レンズユニットから入射される光学像を前記撮像素子に入
射する光学ユニットと、
　前記２つ以上の光学部材を接合する光学接着剤と、
　前記２つ以上の光学部材の接合部の少なくとも一部を覆うように外周面に配置される補
強部と、
　前記撮像素子、および前記補強部が配置されている前記光学ユニットを内包する保持枠
と、
　前記保持枠内部に充填されている封止樹脂と、
　を備えることを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記補強部は、前記封止樹脂よりガラス転移温度が高い樹脂接着剤からなることを特徴
とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記補強部は、
　補強部材と、
　前記封止樹脂よりガラス転移温度が高く、前記補強部材を前記光学部材の外周面に接着
する樹脂接着剤と、
　を有することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記補強部材は、前記２つ以上の光学部材の線膨張係数に近似する線膨張係数を有する
材料からなることを特徴とする請求項３に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記補強部材は板状をなし、ガラスから形成されていることを特徴とする請求項４に記
載の撮像装置。
【請求項６】
　前記補強部は、前記撮像装置の光軸と平行である前記２つ以上の光学部材の対向する側
面に配置されていることを特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記光学ユニットは、前記光学像を２つの光学像に分割する第１の光学部材、該分割し
た光学像を前記撮像素子の２つの受光部にそれぞれ入射する第２の光学部材および第３の
光学部材を有し、
　前記補強部は、前記第１の光学部材と前記第２の光学部材の接合部と、前記第１の光学
部材と前記第３の光学部材の接合部とを、個別に覆うように配置されていることを特徴と
する請求項１～６のいずれか一つに記載の撮像装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一つに記載の撮像装置が先端に設けられた挿入部を備えたこと
を特徴とする内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置および内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被検体内に挿入されて被検部位の観察等を行う内視鏡が知られており、医療分野
等で広く利用されている。この内視鏡は、可撓性を有する細長の挿入部の先端部に、対物
レンズ等のレンズユニットや、その他の光学ユニット、撮像素子等の撮像ユニットを備え
た撮像装置が内蔵されている。
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【０００３】
　医療用分野で使用される内視鏡では、医療機器を介しての感染症等を防止するため、オ
ートクレーブ滅菌（高圧蒸気滅菌）が行われるため、撮像装置の保護を目的として、光学
ユニットや撮像素子の周囲には封止樹脂が充填されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－４２２１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載の技術では、光学部材同士を強度が低い光学接着剤で
接合するのみであるため、加熱および冷却による封止樹脂の膨張・収縮の際に加わる応力
や、挿入部のあおりなどによって生じる応力により、光学接着剤の変形による光学部材の
ずれや、接合面での剥離が発生し、画像が劣化することがあった。
【０００６】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、光学部材の接合面でのずれや剥離を防
止して、画像劣化を防止しうる撮像装置および内視鏡を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる撮像装置は、撮像素子
と、２つ以上の光学部材を有し、レンズユニットから入射される光学像を前記撮像素子に
入射する光学ユニットと、前記２つ以上の光学部材を接合する光学接着剤と、前記２つ以
上の光学部材の接合部の少なくとも一部を覆うように外周面に配置される補強部と、前記
撮像素子、および前記補強部が配置されている前記光学ユニットを内包する保持枠と、前
記保持枠内部に充填されている封止樹脂と、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明にかかる撮像装置は、上記発明において、前記補強部は、前記封止樹脂よ
りガラス転移温度が高い樹脂接着剤からなることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明にかかる撮像装置は、上記発明において、前記補強部は、補強部材と、前
記封止樹脂よりガラス転移温度が高く、前記補強部材を前記光学部材の外周面に接着する
樹脂接着剤と、を有することを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明にかかる撮像装置は、上記発明において、前記補強部材は、前記２つ以上
の光学部材の線膨張係数に近似する線膨張係数を有する材料からなることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明にかかる撮像装置は、上記発明において、前記補強部材は板状をなし、ガ
ラスから形成されていることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明にかかる撮像装置は、上記発明において、前記補強部は、前記撮像装置の
光軸と平行である前記２つ以上の光学部材の対向する側面に配置されていることを特徴と
する。
【００１３】
　また、本発明にかかる撮像装置は、上記発明において、前記光学ユニットは、前記光学
像を２つの光学像に分割する第１の光学部材、該分割した光学像を前記撮像素子の２つの
受光部にそれぞれ入射する第２の光学部材および第３の光学部材を有し、前記補強部は、
前記第１の光学部材と前記第２の光学部材の接合部と、前記第１の光学部材と前記第３の
光学部材の接合部とを、個別に覆うように配置されていることを特徴とする。
【００１４】
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　また、本発明にかかる内視鏡は、上記に記載の撮像装置が先端に設けられた挿入部を備
えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、光学部材同士の接合部に応力が加わった際にも、補強部により光学接
着剤の変形を抑制できるので、光学部材のずれや、接合面での剥離を防止でき、画像の劣
化を抑制することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１にかかる内視鏡システムの全体構成を模式的に示
す図である。
【図２】図２は、図１に示す内視鏡先端部の断面図である。
【図３】図３は、図２に示す撮像装置の拡大図である。
【図４】図４は、撮像ユニットの側面図である。
【図５】図５は、図３の撮像装置のＸ－Ｘ線位置での断面図である。
【図６】図６は、本発明の実施の形態２にかかる撮像ユニットの側面図である。
【図７】図７は、図６の撮像ユニットを用いた撮像装置の断面図である。
【図８】図８は、本発明の実施の形態２の変形例にかかる撮像ユニットの側面図である。
【図９】図９は、本発明の実施の形態３にかかる撮像ユニットの側面図である。
【図１０】図１０は、図９の撮像ユニットを用いた撮像装置の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下の説明では、本発明を実施するための形態（以下、「実施の形態」という）として
、撮像装置を備えた内視鏡システムについて説明する。また、この実施の形態により、こ
の発明が限定されるものではない。さらに、図面の記載において、同一部分には同一の符
号を付している。さらにまた、図面は、模式的なものであり、各部材の厚みと幅との関係
、各部材の比率等は、現実と異なることに留意する必要がある。また、図面の相互間にお
いても、互いの寸法や比率が異なる部分が含まれている。
【００１８】
（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１にかかる内視鏡システムの全体構成を模式的に示す図で
ある。図１に示すように、本実施の形態にかかる内視鏡システム１は、被検体内に導入さ
れ、被検体の体内を撮像して被検体内の画像信号を生成する内視鏡２と、内視鏡２が撮像
した画像信号に所定の画像処理を施すとともに内視鏡システム１の各部を制御する情報処
理装置３と、内視鏡２の照明光を生成する光源装置４と、情報処理装置３による画像処理
後の画像信号を画像表示する表示装置５と、を備える。
【００１９】
　内視鏡２は、被検体内に挿入される挿入部６と、挿入部６の基端部側であって術者が把
持する操作部７と、操作部７より延伸する可撓性のユニバーサルコード８と、を備える。
【００２０】
　挿入部６は、照明ファイバ９ａ（ライトガイドケーブル、図２参照）、電気ケーブルお
よび光ファイバ等を用いて実現される。挿入部６は、後述する撮像装置３０（図２等参照
）を内蔵した先端部６ａと、複数の湾曲駒によって構成された湾曲自在な湾曲部６ｂと、
湾曲部６ｂの基端部側に設けられた可撓性を有する可撓管部６ｃと、を有する。先端部６
ａには、照明レンズを介して被検体内を照明する照明部、被検体内を撮像する観察部、処
置具用チャンネルを連通する開口部および送気・送水用ノズル（図示せず）が設けられて
いる。
【００２１】
　操作部７は、湾曲部６ｂを上下方向および左右方向に湾曲させる湾曲ノブ７ａと、被検
体の体腔内に生体鉗子、レーザメス等の処置具が挿入される処置具挿入部７ｂと、情報処
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理装置３、光源装置４、送気装置、送水装置および送ガス装置等の周辺機器の操作を行う
複数のスイッチ部７ｃと、を有する。処置具挿入部７ｂから挿入された処置具は、内部に
設けられた処置具用チャンネルを経て挿入部６先端の開口部から表出する。
【００２２】
　ユニバーサルコード８は、照明ファイバ、ケーブル等を用いて構成される。ユニバーサ
ルコード８は、基端で分岐しており、分岐した一方の端部がコネクタ８ａであり、他方の
基端がコネクタ８ｂである。コネクタ８ａは、情報処理装置３のコネクタに対して着脱自
在である。コネクタ８ｂは、光源装置４に対して着脱自在である。ユニバーサルコード８
は、光源装置４から出射された照明光を、コネクタ８ｂ、および照明ファイバ９ａを介し
て先端部６ａに伝播し、照明レンズ９ｂ（図２参照）から照明光が照射される。また、ユ
ニバーサルコード８は、後述する撮像装置３０が撮像した画像信号を、ケーブルおよびコ
ネクタ８ａを介して情報処理装置３に伝送する。
【００２３】
　情報処理装置３は、コネクタ８ａから出力される画像信号に所定の画像処理を施すとと
もに、内視鏡システム１全体を制御する。
【００２４】
　光源装置４は、光を発する光源や、集光レンズ等を用いて構成される。光源装置４は、
情報処理装置３の制御のもと、光源から光を発し、コネクタ８ｂおよびユニバーサルコー
ド８の照明ファイバ９ａを介して接続された内視鏡２へ、被写体である被検体内に対する
照明光として供給する。
【００２５】
　表示装置５は、液晶または有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）を
用いた表示ディスプレイ等を用いて構成される。表示装置５は、映像ケーブル５ａを介し
て情報処理装置３によって所定の画像処理が施された画像を含む各種情報を表示する。こ
れにより、術者は、表示装置５が表示する画像（体内画像）を見ながら内視鏡２を操作す
ることにより、被検体内の所望の位置の観察および性状を判定することができる。
【００２６】
　次に、内視鏡システム１で使用する撮像装置３０について詳細に説明する。図２は、図
１に示す内視鏡先端部の断面図である。図３は、図２に示す撮像装置の拡大図である。図
４は、撮像ユニットの側面図である。図５は、図３のＸ－Ｘ線位置での撮像装置の断面図
である。
【００２７】
　撮像装置３０は、レンズユニット４０と、撮像ユニット５０と、を備えている。
【００２８】
　レンズユニット４０は、観察窓である第１の光学レンズ４１と、第２の光学レンズ４２
と、第３の光学レンズ４３を有し、第１の光学レンズ４１、第２の光学レンズ４２、第３
の光学レンズ４３の間にスペーサ４６および４７が配置されている。第１の光学レンズ４
１、スペーサ４６、第２の光学レンズ４２、スペーサ４７、および第３の光学レンズ４３
は、レンズ枠４４により保持されている。
【００２９】
　撮像ユニット５０は、プリズム５１と、保護部材５２と、半導体パッケージ５３と、基
板５４と、撮像ホルダ５５と、複合ケーブル６０と、を備える。
【００３０】
　プリズム５１は、レンズユニット４０から入射される光学像を反射面５１ｒで反射して
半導体パッケージ５３に入射させる。保護部材５２は、プリズムであり、プリズム５１の
反射面５１ｒを保護する。
【００３１】
　半導体パッケージ５３は、カバーガラス５３ａが撮像素子５３ｂに張り付けられた構造
をなしている。プリズム５１から入射された光学像は、受光部５３ｃに入射される。なお
、本実施の形態１では、プリズム５１、保護部材５２、およびカバーガラス５３ａが光学



(6) JP 2018-99441 A 2018.6.28

10

20

30

40

50

部材として機能し、光学ユニットを構成する。
【００３２】
　基板５４は、半導体パッケージ５３を接続する電極パッド（図示しない）および複合ケ
ーブル６０の信号線６１を接続する接続端子を有している。
【００３３】
　撮像ホルダ５５は、プリズム５１を保持し、先端側がレンズ枠４４と嵌合され、基端側
に半導体パッケージ５３および基板５４を覆うようにシールド枠６２が設けられている。
このシールド枠６２および撮像ホルダ５５の外周部は、熱収縮チューブ６３によって被覆
され、シールド枠６２および熱収縮チューブ６３の内部には、封止樹脂６４が充填されて
いる。
【００３４】
　プリズム５１とカバーガラス５３ａ、およびプリズム５１と保護部材５２は、光学接着
剤５７で接合されている。光学接着剤は、透過率の高い接着剤が使用され、例えば、エポ
キシ樹脂、アクリル樹脂、ポリウレタン樹脂などが例示される。
【００３５】
　図４および５に示すように、プリズム５１とカバーガラス５３ａ、およびプリズム５１
と保護部材５２の接合部の一部を含む外周面であって、撮像装置３０の光軸と平行である
プリズム５１と保護部材５２の対向する側面ｆ１およびｆ２、およびカバーガラス５３ａ
の入射面ｆ３に、補強部５６がそれぞれ配置されている。
【００３６】
　補強部５６は、樹脂接着剤からなり、プリズム５１とカバーガラス５３ａ、およびプリ
ズム５１と保護部材５２の側面ｆ１およびｆ２の接合部の５０％以上、好ましくは７０％
以上を覆うように配置されている。補強部５６として使用される樹脂接着剤は、封止樹脂
６４より、ガラス転移温度および弾性率が高く、線膨張係数が小さいものが好ましい。補
強部５６として、封止樹脂６４より、ガラス転移温度および弾性率が高く、線膨張係数が
小さい樹脂接着剤を使用することにより、撮像ユニット５０に応力や熱負荷が加えられた
際に、プリズム５１や保護部材５２等のずれや、接合面での剥離を効果的に防止すること
ができる。
【００３７】
　また、補強部５６に使用される樹脂接着剤は、光学部材であるプリズム５１、保護部材
５２、およびカバーガラス５３ａの線膨張係数と近似する線膨張係数を有することが好ま
しい。なお、光学部材の線膨張係数と近似するとは、光学部材の線膨張係数の７０％以上
、１３０％以下、好ましくは８０％以上、１２０％以下を意味する。補強部５６として、
光学部材と同程度の線膨張係数の樹脂接着剤を使用することにより、撮像ユニット５０に
熱負荷が加えられた際に、プリズム５１や保護部材５２等のずれや、接合面での剥離を効
果的に防止することができる。
【００３８】
　本実施の形態１では、プリズム５１、保護部材５２、およびカバーガラス５３ａの接合
部を１つの補強部５６で被覆しているが、補強部５６は、接合部毎、例えば、プリズム５
１と保護部材５２との接合部、およびプリズム５１とカバーガラス５３ａの接合部に分割
して配置してもよい。また、保護部材５２は、プリズム５１を保護する部材であって、光
学像の伝送には寄与しないものであるため、補強部５６を、プリズム５１と保護部材５２
との接合面に必ずしも設ける必要はない。
【００３９】
（実施の形態２）
　図６は、本発明の実施の形態２にかかる撮像ユニット５０Ａの側面図である。図７は、
図６の撮像ユニット５０Ａを用いた撮像装置３０Ａの断面図である（図６のＹ－Ｙ線位置
）。
【００４０】
　撮像ユニット５０Ａは、ビームスプリッタ５１ａと、第１反射部材５１ｂと、第２反射
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部材５１ｃと、保護部材５２と、半導体パッケージ５３Ａと、基板５４と、撮像ホルダ５
５と、複合ケーブル６０と、を備える。
【００４１】
　ビームスプリッタ５１ａは、レンズユニットから入射される光学像をビームスプリッタ
面５１ｓで反射光束と透過光束に分割する。
【００４２】
　第１反射部材５１ｂは、ビームスプリッタ５１ａで反射された反射光束を折り返し反射
し、半導体パッケージ５３Ａの第１受光部５３ｃ－１に入射させる。
【００４３】
　第２反射部材５１ｃは、ビームスプリッタ５１ａで透過された透過光束を反射面５１ｒ
で反射し、半導体パッケージ５３Ａの第２受光部５３ｃ－２に入射させる。保護部材５２
は、第２反射部材５１ｃの反射面５１ｒを保護する。なお、本実施の形態２では、ビーム
スプリッタ５１ａ、第１反射部材５１ｂ、第２反射部材５１ｃ、保護部材５２、およびカ
バーガラス５３ａが光学部材として機能し、光学ユニットを構成する。
【００４４】
　ビームスプリッタ５１ａと第１反射部材５１ｂ、ビームスプリッタ５１ａと第２反射部
材５１ｃ、第２反射部材５１ｃとカバーガラス５３ａ、第２反射部材５１ｃと保護部材５
２は光学接着剤５７で接合されている。光学接着剤５７は、実施の形態１と同様のものが
使用される。
【００４５】
　ビームスプリッタ５１ａと第１反射部材５１ｂ、ビームスプリッタ５１ａと第２反射部
材５１ｃ、および第２反射部材５１ｃと保護部材５２の接合部の一部を含む外周面であっ
て、撮像装置３０Ａの光軸と平行であるビームスプリッタ５１ａ、第１反射部材５１ｂ、
第２反射部材５１ｃ、および保護部材５２の対向する側面ｆ１およびｆ２には、板状の補
強部材５６ａが樹脂接着剤５６ｂで接着された補強部５６Ａがそれぞれ配置されている。
補強部５６Ａは、ビームスプリッタ５１ａと第１反射部材５１ｂ、ビームスプリッタ５１
ａと第２反射部材５１ｃ、および第２反射部材５１ｃと保護部材５２の接合部の接合部の
５０％以上、好ましくは７０％以上を覆うように配置されている。また、第２反射部材５
１ｃとカバーガラス５３ａの接合部の一部を含む外周面であって、撮像装置３０Ａの光軸
と平行である第２反射部材５１ｃの対向する側面ｆ１およびｆ２、ならびにカバーガラス
５３ａの入射面ｆ３には、樹脂接着剤５６ｂが配置されている。
【００４６】
　補強部５６Ａは、ビームスプリッタ５１ａと第１反射部材５１ｂ、ビームスプリッタ５
１ａと第２反射部材５１ｃ、および第２反射部材５１ｃと保護部材５２の接合部の外周面
を覆うように個別に配置されている。補強部５６Ａは、側面ｆ１およびｆ２の５０％以上
、好ましくは７０％以上を覆うように配置されることが好ましい。樹脂接着剤５６ｂは、
実施の形態１で使用するものと同様のものを使用することができる。また、補強部材５６
ａは、封止樹脂６４よりガラス転移温度が高く、光学部材であるビームスプリッタ５１ａ
等と近似する線膨張係数を有する材料から選択されることが好ましい。補強部材５６ａは
、ビームスプリッタ５１ａ等と同様の材料、例えば、ガラスを使用することが好ましい。
【００４７】
　実施の形態２では、補強部５６Ａとして、ガラス転移温度および弾性率が高く、線膨張
係数が小さい樹脂接着剤５６ｂと、ガラス転移温度が高く、光学部材と近似する線膨張係
数の板状の補強部材５６ａとを使用することにより、撮像ユニット５０Ａに応力や熱負荷
が加えられた際に、光学部材等のずれや、接合面での剥離を効果的に防止することができ
る。また、実施の形態２では、樹脂接着剤５６ｂに加え、板状の補強部材５６ａを光学部
材の接合面に配置することにより固定力がさらに向上し、光学部材の横ずれを効果的に防
止しうる。
【００４８】
　実施の形態２において、第２反射部材５１ｃと保護部材５２との接合面にも補強部材５
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６Ａを配置しているが、補強部５６Ａは、第２反射部材５１ｃと保護部材５２との接合面
に必ずしも設ける必要はない。
【００４９】
　また、ビームスプリッタ５１ａと第１反射部材５１ｂとの間には、光学フィルタが配置
される場合があるが、光学フィルタが配置された場合でも、光学フィルタを含むビームス
プリッタ５１ａと第１反射部材５１ｂ接合部の外周面であって、撮像装置３０Ａの光軸と
平行であるビームスプリッタ５１ａ、第１反射部材５１ｂの対向する側面ｆ１およびｆ２
に、補強部５６Ａを配置することにより、光学部材のずれや、接合面での剥離を防止する
ことができる。
【００５０】
　実施の形態２にかかる撮像装置５０Ａは、対物光学系および光学ユニットが、右目用光
路と左目用光路、側視用光路と直視用光路、または白色用光路と蛍光用光路等のいずれか
に採用することができる。
【００５１】
　さらに、本実施の形態２では、ビームスプリッタ５１ａと第１反射部材５１ｂ、ビーム
スプリッタ５１ａと第２反射部材５１ｃ、および第２反射部材５１ｃと保護部材５２の接
合部に個別の補強部５６Ａを配置しているが、１つの大きな補強部５６としてもよい。
【００５２】
　図８は、本発明の実施の形態２の変形例にかかる撮像ユニット５０Ｄの側面図である。
撮像ユニット５０Ｄにおいて、ビームスプリッタ５１ａと第１反射部材５１ｂ、ビームス
プリッタ５１ａと第２反射部材５１ｃ、および第２反射部材５１ｃと保護部材５２の接合
部に、補強部材５６ａが樹脂接着剤５６ｂ（図示しない）で接着された１つの補強部５６
Ｄが配置されている。
【００５３】
　１つの補強部５６Ｄで、ビームスプリッタ５１ａと第１反射部材５１ｂ、ビームスプリ
ッタ５１ａと第２反射部材５１ｃ、および第２反射部材５１ｃと保護部材５２の接合部の
一部を覆うことにより、より簡易に撮像ユニット５０Ｄを製造することができる。しかし
ながら、各光学部材の位置精度向上のためには、実施の形態２の撮像ユニット５０Ａのよ
うに、接合部毎に補強部５６Ａを配置することが好ましい。
【００５４】
（実施の形態３）
　図９は、本発明の実施の形態３にかかる撮像ユニット５０Ｅの側面図である。図１０は
、図９の撮像ユニットを用いた撮像装置３０Ｅの断面図（図９のＺ－Ｚ線位置）である。
【００５５】
　撮像ユニット５０Ｅは、実施の形態２と同様に、ビームスプリッタ５１ａと、第１反射
部材５１ｂと、第２反射部材５１ｃと、保護部材５２と、半導体パッケージ５３Ａと、基
板５４と、撮像ホルダ５５と、複合ケーブル６０と、を備える。
【００５６】
　ビームスプリッタ５１ａと第１反射部材５１ｂ、ビームスプリッタ５１ａと第２反射部
材５１ｃ、第２反射部材５１ｃとカバーガラス５３ａ、第２反射部材５１ｃと保護部材５
２は光学接着剤５７で接合されている。光学接着剤５７は、実施の形態１および２と同様
のものが使用される。
【００５７】
　ビームスプリッタ５１ａと第１反射部材５１ｂ、ビームスプリッタ５１ａと第２反射部
材５１ｃ、および第２反射部材５１ｃと保護部材５２の接合部を含む外周面であって、撮
像装置３０Ｅの光軸と平行であるビームスプリッタ５１ａ、第１反射部材５１ｂ、第２反
射部材５１ｃ、および保護部材５２の対向する側面ｆ１およびｆ２には、円弧状をなす補
強部材５６ｅの端部が樹脂接着剤５６ｂで接着された補強部５６Ｅがそれぞれ配置されて
いる。補強部５６Ｅは、ビームスプリッタ５１ａと第１反射部材５１ｂ、ビームスプリッ
タ５１ａと第２反射部材５１ｃ、および第２反射部材５１ｃと保護部材５２の接合部の接
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合部の５０％以上、好ましくは７０％以上を覆うように配置されている。また、第２反射
部材５１ｃとカバーガラス５３ａの接合部を含む外周面であって、撮像装置３０Ｅの光軸
と平行である第２反射部材５１ｃの対向する側面ｆ１およびｆ２、ならびにカバーガラス
５３ａの入射面ｆ３には、樹脂接着剤５６ｂが配置されている。
【００５８】
　実施の形態３では、補強部５６Ｅを構成する補強部材５６ｅおよび樹脂接着剤５６ｂが
、光学接着剤５７と接触しないように各光学部材に接着され、補強部５６Ｅと光学接着剤
５７との間には空間５８が存在している。
【００５９】
　実施の形態３では、撮像ユニット５０Ｅに応力や熱負荷が加えられた際に生じ得る光学
接着剤の変形を許容しうる空間５８が存在するため、光学部材に加わる応力を低減するこ
とができる。また、光学部材の接合部に補強部５６Ｅを配置することにより、光学部材等
のずれや、接合面での剥離を効果的に防止することができる。
【００６０】
　実施の形態３では、補強部材５６ｅを円弧状としているが、補強部材５６ｅおよび樹脂
接着剤５６ｂを、光学接着剤５７と接触しないように各光学部材に接着でき、空間５８を
確保できれば形状を限定するものではない。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明の撮像装置および内視鏡は、高画質な画像が要求される内視鏡システムに有用で
ある。
【符号の説明】
【００６２】
　１　内視鏡システム
　２　内視鏡
　３　情報処理装置
　４　光源装置
　５　表示装置
　６　挿入部
　６ａ　先端部
　６ｂ　湾曲部
　６ｃ　可撓管部
　６ｄ　開口部
　７　操作部
　７ａ　湾曲ノブ
　７ｂ　処置具挿入部
　７ｃ　スイッチ部
　８　ユニバーサルコード
　８ａ、８ｂ　コネクタ
　３０　撮像装置
　４０　レンズユニット
　５０　撮像ユニット
　５１　プリズム
　５２　保護部材
　５３　半導体パッケージ
　５３ａ　カバーガラス
　５３ｂ　撮像素子
　５４　基板
　５５　撮像ホルダ
　５６　補強部
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　５６ａ　補強部材
　５６ｂ　樹脂接着剤
　５７　光学接着剤
　５８　空間
　６０　複合ケーブル
　６１　信号線
　６２　シールド枠
　６３　熱収縮チューブ
　６４　封止樹脂

【図１】 【図２】

【図３】
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